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広
報
は
や
ま

月
号

１１

　

国
税
庁
で
は
、「
税
を
考
え
る
週
間
」
の

間
、
少
子
・
高
齢
社
会
に
お
け
る
税
の
意
義

や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
た
め

の
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
税
務
行
政

の
Ｉ
Ｔ
化
へ
の
取
組
み
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
観
点
か
ら
、「
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
）
の
利
用
促

進
及
び
周
知
」に
重
点
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
期
間
中
は
各
種
の
広
報
・
広
聴
活

動
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
「
税
を
考
え
る
週
間
」
特
集
コ
ー
ナ
ー
が

開
設
さ
れ
ま
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

東
京
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.tokyo.nta.go.jp

期
間
中
の
各
種
行
事
の
問
合
せ

　

鎌
倉
税
務
署

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹

平
成
十
八
年
分　

年
末
調
整
等
説
明
会

日
時　

十
一
月
十
四
日（
火
）　

　

十
三
時
三
〇
分
〜
十
六
時（
受
付
十
三
時
〜
）

場
所　

役
場
四
階
大
会
議
室

問
合
せ　

年
末
調
整
・
法
定
調
書
に
つ
い
て
は
、

　

鎌
倉
税
務
署

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹

　

給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

　

税
務
課　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

東
京
地
方
税
理
士
会
の
無
料
申
告
相
談

《
予
約
不
要
》

日
時　

十
一
月
十
三
日
（
月
）・
十
四
日
（
火
）

　

十
時
〜
十
六
時

場
所　

逗
子
市
役
所
ロ
ビ
ー

《
予
約
不
要
》

日
時　

十
一
月
十
五
日（
水
）･
十
六
日（
木
）

十
時
三
〇
分
〜
十
六
時
三
〇
分

場
所　

大
船
駅
コ
ン
コ
ー
ス（
ル
ミ
ネ
入
口
前
）

《
要
電
話
予
約
》

日
時　

毎
月
第
二
火
曜
日　

十
時
〜
十
六
時

場
所　

税
理
士
会
鎌
倉
支
部

　
（
鎌
倉
駅
徒
歩
三
分
）

問
合
せ　

東
京
地
方
税
理
士
会
鎌
倉
支
部

　

�
〇
四
六
七－

二
五－
五
二
二
〇

　

税
務
職
員
を
装
い
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動

預
け
払
い
機
）
か
ら
振
込
み
を
さ
せ
る
な
ど

の
「
振
り
込
め 
詐  
欺 
」
の
被
害
が
、
千
葉

さ 

ぎ

県
・
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
山
梨
県
で
四
〇

〇
件
以
上
（
未
遂
を
含
む
）
発
生
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
「
振
り
込
め 
詐  
欺 
」
は
、
電
話
な
ど

さ 

ぎ

で
税
務
署
を
名
乗
り
「
税
金
を
還
付
す
る
」

な
ど
と
持
ち
か
け
て
口
座
番
号
や
生
年
月
日

を
聞
き
だ
す
、
ま
た
は
実
際
に
相
手
を
Ａ
Ｔ

Ｍ
ま
で
行
か
せ
て
言
葉
巧
み
に
振
込
み
の
指

示
を
し
て
金
銭
を
だ
ま
し
と
る
と
い
う
手
口

で
す
。

税
務
署
や
国
税
局
で
は
、

①
還
付
金
受
け
取
り
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操

作
を
求
め
ま
せ
ん
。

②
国
税
の
納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
の
口
座

を
指
定
し
て
振
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

③
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
へ
の
連
絡
を
求
め
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

提
出
さ
れ
た
申
告
書
な
ど
を
基
に
、
問
い

合
わ
せ
内
容
を
本
人
に
確
認
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
て
い
ま
す
。

　

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合
は
、
指
示
さ

れ
た
電
話
番
号
に
連
絡
し
な
い
で
、
ま
ず

は
、
最
寄
り
の
税
務
署
ま
で
電
話
な
ど
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署　

総
務
課　

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹

「
税
務
署
」を
か
た
っ
た

電
話
に
注
意

税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税
をををををををををををををををををををををををををををををををを
考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考
ええええええええええええええええええええええええええええええええ
るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週
間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間

税
を
考
え
る
週
間
（
十
一
月
十
一
日
〜
十
七
日
）

（
十
一
月
十
一
日
〜
十
七
日
）

こ
の
社
会
あ
な
た
の
税
が
い
き
て
い
る
「
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
」

こ
の
社
会
あ
な
た
の
税
が
い
き
て
い
る
「
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
」


